
【概要】委託料および医師会への負担金について 

1． 委託料の振込 

 項目 振込者 振込額 

 国保特定健診 

国保連合会 
委託料の 100％ 

国保特定保健指導 

後期高齢者健診 

一般健診（生保等） 福島市健康づくり推進課 

R5～ 

変更 

胃がん検診 

福島市健康づくり推進課 委託料の 100％ 

大腸がん検診 

肺がん検診 

前立腺がん検診 

乳がん検診 

骨粗鬆症検診 

肝炎ウイルス検査 

R6～ 子宮頸がん検診 福島県保健衛生協会 各種手数料 (※1)を引いた額 

※1 各種手数料：検査料（3,264円）および福島県産婦人科医会（100円）  

 

2． 医師会への負担金等の徴収 

 項目 負担金 検査料 徴収方法 

 国保特定健診 

なし なし - 
国保特定保健指導 

後期高齢者健診 

一般健診（生保等） 

R5～ 

変更 

胃がん検診 

あり 

なし 

口座振替 

（負担金＋検査料） 

大腸がん検診 

肺がん検診 あり（江東微生物研究所） 

前立腺がん検診 

なし 
乳がん検診 

骨粗鬆症検診 

肝炎ウイルス検査 

R6～ 子宮頸がん検診 あり あり（福島県保健衛生協会） 
口座振替 

（負担金のみ） 

  ※口座振替にかかる手数料は、市医師会負担です 

 

3． 肺がん検診喀痰検査料（江東微生物研究所）の支払 

これまで通り、医師会から全医療機関分をまとめてお支払いします 

令和 6年 4月 23日 

福島市医師会 

 


